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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１２月２７日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 三重県南伊勢町礫浦
さざらうら

漁港南東方沖 

 礫浦港防波堤灯台から真方位１３３°４４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１８.９′ 東経１３６°４０.７′） 

事故の概要  遊漁船三吉
さんきち

丸は、南南西進中、また、遊漁船福久
ふくひさ

丸は、漂泊中、両

船が衝突した。 

福久丸は、釣り客２人及び船長が負傷し、右舷中央部外板に亀裂等

を生じ、また、三吉丸は、船首部外板に亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  令和５年１月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 三吉丸、５.９トン 

   ＭＥ２－６０９９（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.４４ｍ（Lr）×２.６３ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２７９.４９kＷ、平成７年４月 

   第２９２－３９５３７号（船舶検査済票の番号） 

   （写真１ 参照） 
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写真１ Ａ船の外観 

 

Ｂ 遊漁船 福久丸、４.０トン 

   ＭＥ３－５１１３２（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.８６ｍ（Lr）×２.６５ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１４.００kＷ、昭和５８年２月２３日 

   第２４３－３８３７４号（船舶検査済票の番号） 

   （写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の外観 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年１０月１５日 
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免許証交付日 平成３０年１２月１７日 

          （令和６年１０月１４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年６月３日 

免許証交付日 令和４年４月６日 

           （令和１０年３月２８日まで有効） 

  釣り客Ｂ1 ５４歳 

  釣り客Ｂ2 ５２歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ３人（釣り客Ｂ1、釣り客Ｂ2、船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に亀裂等 

Ｂ 右舷中央部外板に亀裂、操舵室右舷側外板に凹損等 

（写真３、４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ａ船の船首部     写真４ Ｂ船の右舷中央部 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時５８分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客８人を乗せ、遊漁の目的

で、南伊勢町五ヶ所湾南部の釣り場に向け、令和４年１２月２７日 

０６時１５分ごろ礫浦漁港を出港した。 

船長Ａは、釣り客が釣りの準備をするので船首甲板の作業灯を点灯

させ、操舵室中央にある操舵スタンドの前に立ち、ＧＰＳプロッター

を作動させ、約６ノットの対地速力で、手動操舵によって操船に当た

り、礫浦港防波堤を通過したのち、南伊勢町逢瀬ノ鼻を右に見て大き

く右転しながら、レーダーの電源を投入した。 

船長Ａは、逢瀬ノ鼻南西方沖に刺し網漁を行っている２隻の漁船

（以下「刺し網漁船群」という。）を右舷方に認め、様子が気にな

り、刺し網漁船群を見ながら南南西進を始めたが、レーダーがまだ表

示されておらず、また、船首甲板の作業灯の灯りがまぶしかったの

で、船首方のＢ船に気付かなかった。 

船長Ａは、右舷船首方となった刺し網漁船群を見ながら同じ針路及

び速力で航行を続け、衝突の直前に釣り客が上げた声を聞いて前方を
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向いたところ、Ｂ船に気付き、主機を後進としたものの、０６時３０

分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客Ｂ1 及び釣り客Ｂ2 ほか５

人の釣り客を乗せ、遊漁の目的で、五ヶ所湾南部の釣り場に向け、 

０６時１０分ごろ礫浦漁港を出港した。 

船長Ｂは、大型魚の餌となる小魚を釣らせようと思い、礫浦漁港南

東方沖で、主機を中立運転とし、船首甲板及び船尾甲板の作業灯を点

灯させ、船首を西北西方に向けて漂泊を始めた。 

Ｂ船は、釣り客Ｂ1、釣り客Ｂ2 及び１人の釣り客が船首甲板の右舷

側で、３人の釣り客が船首甲板の左舷側で、１人の釣り客が船尾甲板

の左舷側でそれぞれ釣りの支度を始め、船長Ｂが操舵室で釣り客の状

況を確認しながら周囲を見ていたところ、右舷正横方から接近するＡ

船を認めた。 

船長Ｂは、Ａ船もＢ船の付近で餌となる小魚を釣るのだと思い、漂

泊を続け、様子を見ていたものの、至近となってもＡ船に減速する気

配がないので危険を感じたが、どうすることもできず、Ｂ船とＡ船と

が衝突した。 

船長Ａは、Ａ船の釣り客の状況及び損傷状況を確認し、釣り客にけ

ががなく、損傷も少なかったので、また、Ｂ船を見て救助が必要な状

況ではないと思い、帰港して事後の処理に当たることとし、礫浦漁港

に帰港し、のちに帰港したＢ船を訪ねた。 

 船長Ｂは、Ｂ船の釣り客の状況及び損傷状況を確認し、釣り客に大

きなけががなく、損傷も少なく自力航行が可能であり、また、Ａ船が

礫浦漁港の方向に航行し始めたので、とりあえずＢ船を帰港させ、事

後の処理に当たることとした。 

船長Ａは、所属する漁業協同組合の担当者に、本事故の発生を電話

連絡し、同担当者が海上保安庁に通報した。 

釣り客Ｂ1、釣り客Ｂ2 及び船長Ｂは、後日病院で受診し、それぞれ

打撲等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、本事故の約１８年前から家族の所有する遊漁船に乗り組

むようになり、約１４年前から船長として乗船するようになった。 

 船長Ｂは、本事故の約２０年前から遊漁船の船長として乗船してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、礫浦漁港南東方沖において、南南西進中、船長Ａが、船首

方のＢ船に気付かず、右舷船首方となった刺し網漁船群を見ながら同
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じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

 船長Ａは、刺し網漁船群を見ながら南南西進を始めた際、レーダー

が表示されていなかったこと、及び船首甲板の作業灯の灯りがまぶし

かったことから、船首方のＢ船に気付かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、礫浦漁港南東方沖において、船首を西北西方に向けて漂泊

中、船長Ｂが、右舷正横方から接近するＡ船を認めたものの、Ａ船も

Ｂ船の付近で餌となる小魚を釣るのだと思い、漂泊を続けたことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、礫浦漁港南東方沖において、Ａ船が南南西進中、

Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、船首方のＢ船に気付かず、右舷船首方と 

なった刺し網漁船群を見ながら同じ針路及び速力で航行を続け、ま

た、船長Ｂが、右舷正横方から接近するＡ船を認めたものの、Ａ船も

Ｂ船の付近で餌となる小魚を釣るのだと思い、漂泊を続けたため、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・遊漁船の船長は、レーダー等の航海計器を発航前に使用できるよ

う準備しておき、夜間において見張りの妨げとなる照明等を点灯

しないこと。 

・遊漁船の船長は、航行中に一方向だけを見ずに、常に全周の見張

りを適切に行うこと。 

・遊漁船の船長は、漂泊中であっても、他船が接近する場合には、

汽笛又は呼子笛等の有効な音響による信号を行って注意喚起し、

更に他船が接近する場合には、機関を使用して移動するなど、衝

突を避けるための措置を採ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和４年１２月２７日 

 ０６時３０分ごろ発生） 

※船長Ａの口述による

Ａ船の航行経路 

Ｂ船 

Ａ船 

三重県 

南伊勢町 

礫浦漁港 

三
重
県 


